
旧東海道の「松並木」を市の景観重要樹木に指定  
～樹木所有者である県への伝達と「久努の松並木愛護会」に感謝状を贈呈～ 

 

 

 
 
 
◇市の景観重要樹木に、県道掛川袋井線（旧東海道）の「松並木」を指定する。景観重要樹木

は、地域の景観上重要な樹木を景観行政団体の長が指定し、地域の個性ある景観づくりの

核として、その維持、保全及び継承を図るためのもので、本市では法多山尊永寺の杉並木

に続き、２カ所目の指定となる。 
 
◇今回指定する「松並木」は、旧東海道の沿線約2,800ｍにわたって続く、松並木約200本。 

江戸時代から東海道を行き交う旅人を見守り、現在でも往時をしのばせる佇まいを見せてお  

り、地域の歴史や文化を感じさせる本市を象徴する景観を形成しており、地域の愛護団体 

「久努の松並木愛護会」の愛護活動により、大切に守り育てられていることが指定の理由。 
 
◇伝達式を開催し、松並木の所有者である「静岡県」に市長から指定通知書を手渡すとともに

「久努の松並木愛護会」に対し感謝状を贈呈する。 
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